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                        重 要 事 項 説 明 書  

 

                                                                                                                                                 

１．事業主体概要 

事業主体名      特定非営利活動法人ＮＰＯふくし永源寺 

法人の種類 特定非営利活動法人 

サービス種類 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

代表者名 理事長 古谷 良衛 

所在地 東近江市山上町５０４５番地 

法人の理念 

         

基本理念 

 

その人らしさを生かし 人としての尊厳を大切にします。 

 

「ホッとやすらげる」ここちよい暮らしを支えます。 

 

地域の中の拠点となり、地域の一員としてまちづくりに貢献しま 

 

す。 

 

他の介護保険関連の事業 

グループホームやすらぎの里けやき 

 

認知症対応型デイサービスやすらぎの里 

 

やすらぎの里ケアプラザ（居宅介護支援事業） 

 

グループホームひいらぎの里 

 

デイサービスひいらぎの里 
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２．ホーム概要 

ホーム名 グループホーム やすらぎの里永源寺 

ホームの目的 

認知症等の症状で自宅での生活が困難な方に、共同生活をする中で

自立能力を引き出し、他の利用者と一緒に楽しく暮らせる暖かい安ら

ぎの場作りを行い、認知症の進行を予防します。 

ホームの運営方針 

①利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にた立ったサービスがで

きるように支援します。 

②日々の生活の中で、利用者の能力が最大限発揮され、活き活きとし

た生活が送れるように支援します。 

③やすらぎの里永源寺は、自宅にかわる「もう一つの家」として、安

全で安心して暮らせる環境を整えます。 

④利用者が地域社会の一員として生活できるように、地域に開かれた

施設運営を行います。 

⑤利用者とご家族の絆を大切にし、ご家族にも安心していただけるよ

う努めます。 

ホームの責任者  古谷 良衛 

開設年月日 平成１７年 ３月 １日 

保険事業者指定番号 ２５７０５００３７７ 

所在地、電話・FAX番号 （電話）０７４８－２７－１１９９（ＦＡＸ）０７４８―２７－０５２９ 

交通の便 近江鉄道バス永源寺行…如来バス停下車徒歩１０分 

敷地概要（権利関係） 面積宅地 ２,８５０ ㎡   借地 

建物概要（権利関係）  構造：木造平屋    延床面積： ２８８,８０ ㎡ 

施設の概要 

１室あたりの居室面積 約 １１,３８ ㎡ 

フローリング。全室個室。食堂（床暖房）。洗面台 

  

共用施設の概要 
台所  食堂  リビングルーム   便所（４箇所） 

浴室 

緊急対応方法 
利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じた時は、主治医又は

協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講じます。 
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防犯防災設備 

避難設備等の概要 

 消火器  防犯連絡装置  火災報知機 

 非常口案内標識  非常通報装置（セコム） 

損害賠償責任保険加入先 （株）損害保険ジャパン 

 
３．職員体制（主たる職員） 

  

職員の職種 員数 

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内容 専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

管理者  １人  １   
介護福祉士 

 

認知症介護実践者研修 

管理者研修 

計画作成担当者 １人    １ 
介護支援専門員 

介護福祉士 
認知症介護実践者研修 

介護従事者 11人 3 5 1 5 

介護支援専門員 

介護福祉士 

ヘルパー２級 

初任者研修 

 

４．勤務体制 

昼間の体制 ４人｛早出１ 人。日勤１人。遅出 ２人。｝ 

夜間の体制   １人夜勤 

 
５．利用状況 

利用者数 １ユニット当たり定員  （ユニット数： 1 ユニット）総定員 ９人 

 

６．当施設ご利用の際の留意事項 

 ➀ 医療機関への受診は、できるだけ家族の付き添いをお願いします。 

➁ 外出、外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間及び連絡先を職員に申し出てください。特に、欠食 

届けは前日までにお願いします。 

➂ 所持品は入居の際、本人及び家族立ち会いの上、職員が荷物を確認させて頂きます。また、新たに

持ち込まれる際には職員に報告をお願いします。 

④ ２ヶ月以上利用者負担金を滞納された時は、退去していただきます。 

 ⑤ ペットの持ち込みは出来ません。 
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⑥ 入居後、暴力行為等、共同生活にふさわしくない行為が見られた場合は、双方で相談の上、退去し 

ていただきます。 

 ⑦ 利用者の状態が重度化、又は終末期に陥り、共同生活では安静と安全が確保できないと事業者が判

断した時は、双方で相談の上、退去していただきます。 

 ⑧  精神的に不安定な場合や病状により常時付き添いが必要な場合は、ご家族に宿泊していただき付き

添っていただく事もあります。 

⑨ 当事業者において事業の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者はその損害を賠償い

たします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、利用者の故意または過失がみとめられる場合には、利用者のお

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があ

ります。 

７．サービスおよび利用料等 

保険給付サービス 

食事・排泄･入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話､日常生活の中

での機能訓練､健康管理､相談･援助等 

上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定め

られた金額（省令により変動有り）が自己負担となります｡ 

適用区分は 7級地となり１単位を 10.14円とします。 

加算 初期加算： 入居後 30日に限り、１日 30単位加算します。 

居住費 ５３，０００円/月 

食費 
１，９００円╱日（朝食：４００円、 昼食：７００円、 夕食：７００円 

 おやつ：１００円） 

管理費（水道光熱費・

施設維持費等） 
３０，０００円╱月 

寝具リース料 ７５円/日 

居室電気代 ３１円/個 

個人消耗品の費用 個人で使用した品は、実費精算で自己負担となります。 

保険対象外サービス 
各個人の利用に応じて自己負担となります（医療費等）。 

料金の改定は理由を付して事前に連絡します。 

前払い金 

一律 ２００,０００円 

退去される時に、入居時と同程度の居室の状態に修復するのに要する費用を

差し引き、お返しいたします。退去時に滞納がある場合、前払い金は滞納金

に充てるものとします。 
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➀ 経営状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合には、相当な額に変更する事があります。 

その場合は、事前に変更の内容と変更する事由について説明します。 

➁ 前払い金は、一律２００，０００円を入居時に、現金でいただきます。退去される時に、居室の

修復に要する費用を差し引き、お返し致します。また、退去時に滞納がある場合は、前払い金は

滞納金に充てるものとします。 

③ 介護保険による基本料金   

                                                                                                                                                                                                                            

介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護費 

（介護保険自己負担分） 

介護予防短期利用共同生活介護費 

（介護保険自己負担分） 

要支援２ ７６１単位/日 要支援２ ７８９単位/日 

介護職員 

処遇改善加算 

基本サービス費に各種加

算を加えた総自己負担分

の１２.５％ 

介護職員 

処遇改善加算 

基本サービス費に各種加

算を加えた総自己負担分

の１２.５％ 

地域区分 7 級地 10.14 円 地域区分 7 級地 10.14 円 
初期加算 

入居した日から 30 日まで 
３０単位／日   

※利用料の算定・・・介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合に応じて 

算定されます。                                                                                                                                                     

④ 介護予防短期利用共同生活介護（自己負担分） 

   食事代 （1日）１，９００円  個室代 １，５００円 

⑤ 利用料の支払 
イ. 前記の料金、費用の支払いは、口座引落しとさせていただきます。 
ロ. 利用料金は１ヶ月毎に計算し、翌月１２日までに請求させていただき、毎月１５日 
（金融機関指定引落日）にお届けの口座から引落しさせていただきます。 

ハ. 一ヶ月に満たない利用料金については、利用日数に基づき計算します。 
ニ. 上記以外の支払方法をご希望される方は、担当者までお申し出ください。 

 
.８．協力医療機関 

協力医療機関名 東近江市永源寺診療所 

協力医師 氏名：花戸貴司            常勤・非常勤の別：非常勤   

協力医療機関名 桝田医院 

協力医師 氏名：桝田昌之助           常勤・非常勤の別：非常勤   

９．苦情相談機関 



6 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：  古谷 良衛 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機 関 名：東近江市長寿福祉課 

（電話）0748-24-5678  （ＦＡＸ）0748-24-1052 

機 関 名：東近江市永源寺支所 

（電話）0748-27-2185  （ＦＡＸ）0748-27-1668 

機 関 名：滋賀県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情相談 

（電話）077-510-6605（専用） 

 

   年  月  日 

                        

（事業者）特定非営利活動法人ＮＰＯふくし永源寺 

    理事長   古谷 良衛              印 

                       ホーム名  グループホームやすらぎの里永源寺 

 

             住所 東近江市山上町５０４５番地            

             説明者名                      印    

 

           私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

（利用者） 

              住所 

             氏名                        印 

 

（利用者代理人） 

               住所 

             氏名                                                印 

 

（身元引受人） 

              住所 

             氏名                        印 

 

                     


